
議案第５号 

 

   専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので報

告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

                階上町長  荒 谷 憲 輝 

 

 

        ◇                  ◇ 

 

 

提案理由 

 令和 7 年度国民健康保険特別会計予算について歳入歳出の額をそれぞれ調整

し補正するために専決処分したものについて、その承認を求めるため提案する

ものである。 

 

（参考） 

▽地方自治法 

 （長の専決処分） 

第 179 条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113 条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長にお

いて議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決す

べき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべ

き事件を処分することができる。 

3 前 2項の規定による処理については、普通地方公共団体の長は、次の会議に

おいてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 



専決処分第３号 

 

   令和７年度階上町国民健康保険特別会計補正予算の専決処分について 

 

 令和７年度階上町国民健康保険特別会計補正予算を地方自治法第１７９条第

１項の規定により専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                階上町長  荒 谷 憲 輝 

 

令和７年度階上町国民健康保険特別会計補正予算  別冊のとおり 

  



 

令和７年度 

 

 

階 上 町 国 民 健 康 保 険 

特 別 会 計 補 正 予 算 
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専決第３号 

 

   令和７年度 階上町国民健康保険特別会計補正予算 

 

 令和７年度階上町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５，８５０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，４７８，

６６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 

  令和８年３月３１日専決 

 

階上町長  荒 谷 憲 輝      



第 １ 表　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

  歳　入

国民健康保険税

県補助金

他会計繰入金

基金繰入金

雑入

　合　　　　　　計

1

3

5

7

1

1

1

2

2

（単位:千円）

12 --

款 項

国民健康保険税

県支出金

繰入金

諸収入

歳　　　　　入　　

206,900

206,900

1,059,678

1,059,678

202,877

120,690

82,187

9,700

6,900

1,504,517

 補 正前の額  

28,493

28,493

3,819

3,819

△58,161

△974

△57,187

△1

△1

△25,850

 補 正 額  

235,393

235,393

1,063,497

1,063,497

144,716

119,716

25,000

9,699

6,899

1,478,667

計



  歳　出

-

総務管理費

趣旨普及費

療養諸費

高額療養費

移送費

出産育児諸費

医療給付費分

特定健康診査等事業費

保健事業費

予備費

　合　　　　　　計

1

2

3

4

7

1

4

1

2

3

4

1

1

2

1

（単位:千円）

款 項

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

予備費

歳　　　　　出　　

13-

14,694

9,809

441

1,047,654

897,800

144,551

1

3,502

404,496

274,395

26,890

13,007

13,883

1,770

1,770

1,504,517

 補 正前の額  

△587

△587

-

△25,076

△19,134

△4,441

△1

△1,500

-

-

△2,576

△2,035

△541

2,389

2,389

△25,850

 補 正 額  

14,107

9,222

441

1,022,578

878,666

140,110

0

2,002

404,496

274,395

24,314

10,972

13,342

4,159

4,159

1,478,667

計


